
Ｄ１-１ 地球温暖化対策の取組みを進めます

Ｄ１-２
再生可能エネルギーの地産地消の推進と地域の活性化
を図ります

Ｄ２-１ ごみ排出量の削減とリサイクルを推進します

Ｄ２-２ 廃棄物の適正処理と処理施設の整備を進めます

Ｄ３-１ 豊かな自然環境を保ち、自然との共生を図ります

Ｄ３-２ 大気環境や公共用水域の水環境などを良好に保ちます

Ｄ４-１ 環境に対する当事者意識の醸成を図ります

Ｄ４-２ 環境行動を促し、生活様式として定着させます

Ｄ２
資源を守り大切にする社会の実現を
めざします

Ｄ３ 豊かな地域環境を守り活かします

Ｄ４ 環境意識・行動の定着を図ります

まちづくりの方針

Ｄ 私たちは「環境と調和した持続可能なまち」をめざします

基本施策 個別施策

Ｄ１ 脱炭素社会の実現をめざします
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対　象

だれもが

事業年度

7

7

電気自動車等導入事業
＜※再掲：Ｄ３-２＞

【ゼロカーボンシティ推進
　室】
ゼロカーボンシティ推進事業
費補助金
＜※再掲：D３－２＞
電気自動車等購入補助金

〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた温室効果ガス削減の中期目標達成
のため、長崎市民及び長崎市内の中小企業者を対象に電気自動車等の購入を支援
することで、ＣＯ２排出量を削減する。

急速充電設備等普及推進事業 〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向け、市民及び市外客の観光地等の回遊
や、公共施設の目的地サービスとして必要なＥＶ急速充電設備等の普及推進を図
るとともに、電気自動車の更なる普及を図る。【ゼロカーボンシティ推進

　室】

脱炭素先行地域づくり事業

〇国選定重要伝統的建造物群保存地区である東山手、南山手地区並びに稲佐山か
ら見下ろす夜景を構成する施設群の脱炭素化を図り、併せて、長崎市版サステナ
ブルツーリズムの取組みを進め、「選ばれる国際観光都市」の実現を目指す。
令和７年度
・民間施設の省エネ化改修補助金（照明機器、空調設備）
・(株)ながさきサステナエナジーによる再エネ設備設置
・公共施設の省エネ化改修

公共施設のＺＥＢ化に向けた
研究

○公共施設の新築、改修時に省エネ機器等の導入を引き続き行っていくととも
に、2030年に省エネ基準がＺＥＢ（※）基準レベルに引き上げられることを見
据え、ＺＥＢ等の建築物の脱炭素化の研究を行う。

※事業所における一次エネルギー消費量の収支が正味ゼロとなる建築物【建築課・設備課】

意　図

だれもが 地球温暖化対策に取り組んでいる。

重点プロ
ジェクト

○長崎市地球温暖化対策実行計画における基本方針及び数値目標に基づき、公用
車における電気自動車等の計画的かつ積極的な導入を図る。

○令和５年１月から、新市庁舎へ再生可能エネルギー由来のゼロカーボン電力等
の供給を行い、二酸化炭素排出実質ゼロを実現する。

基本施策 Ｄ１ 脱炭素社会の実現をめざします

2025年度にめざす姿

意　図

脱炭素社会の実現へ向けて着実に取り組んでいる。

取組方針 1 温室効果ガスの排出を抑制する緩和策(排出量削減)の推進

【ゼロカーボンシティ推進
　室】

【ゼロカーボンシティ推進
　室】

新市庁舎へのゼロカーボン電
力供給事業

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｄ１－１ 地球温暖化対策の取組みを進めます

2025年度にめざす姿

対　象

主要事業名
【所管課】

事業概要

自主防災組織活動事業
＜※再掲：Ｅ１-３＞

○自主防災組織の結成促進や活動の活性化を図るため、自治会単位に限らず、連
合自治会や地域コミュニティ連絡協議会単位での結成や活動を働きかける。
〇地域防災活動の推進役を担う市民防災リーダーや防災活動の啓発を行うながさ
き防災サポーターを養成し、地域防災力の向上を図る。【防災危機管理室】

重点プロ
ジェクト

新市役所創
造

【ゼロカーボンシティ推進
　室】

取組方針 2 気候変動の影響に対する適応策の推進
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7

7

省エネルギー家電製品等購入
費補助金 〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現のため、エネルギー消費性能がより優れた

最新機器への更新を促進し、長崎市におけるＣＯ２排出量の約２割を占める家庭
部門における削減を図る。【ゼロカーボンシティ推進

　室】

〇2030年までに公共施設のＬＥＤ照明導入率100％の実現に向けて公共施設の
ＬＥＤ化を行う。

公共施設ＬＥＤ化事業

再生可能エネルギーの地産地消の推進と地域の活性化を図ります

2025年度にめざす姿

主要事業名
【所管課】

事業概要

主要事業名
【所管課】

事業概要

再生可能エネルギーの地産地消の推進

個別施策 Ｄ１－２

対　象

だれもが 再生可能エネルギーを地域で創り出し、使っている。

取組方針 1

意　図

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

新市役所創
造

(株)ながさきサステナエナ
ジーよる再生可能エネルギー
の公共施設への供給

〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向け、長崎市の外郭団体である(株)なが
さきサステナエナジーが、市の所有する再エネ発電設備で発電した電気を公共施
設に供給することで、再エネの地産地消を図る。

【ゼロカーボンシティ推進
　室】

ゼロカーボンシティ推進事業
費補助金
太陽光発電設備等導入補助金

〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた温室効果ガス削減の中期目標達成
のため、長崎市民及び長崎市内の中小企業者を対象に太陽光発電設備等の導入を
支援することで、ＣＯ２排出量を削減する。【ゼロカーボンシティ推進

　室】

取組方針 2 省エネ設備等の普及促進

【ゼロカーボンシティ推進
　室】

46



対　象

だれもが

事業年度

7

事業年度

7

基本施策 Ｄ２ 資源を守り大切にする社会の実現をめざします

2025年度にめざす姿

意　図

ごみ減量・リサイクルに対する意識を高め、資源を守り大切に
する社会の形成に取り組んでいる。

取組方針 1 資源物分別収集の促進

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｄ２－１ ごみ排出量の削減とリサイクルを推進します

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

だれもが ごみ減量とリサイクルに積極的に取り組んでいる。

重点プロ
ジェクト

【資源循環課】

〇市民への食品ロス削減の啓発を図るため、家庭で余っている食品を集めて
フードバンク団体に提供するフードドライブを実施。令和７年度も毎月の職員
向けフードドライブに加え、市民向けフードドライブ（６月及び10月に実施）
を全ての地域センターにおいて実施するとともに、民間団体が実施するフード
ドライブの周知支援を実施することで、ごみのさらなる減量化を進める。【資源循環課】

資源ごみ処理事業

〇市民に身近なリサイクルを実感してもらい、市民の環境に配慮した行動を促
進させるため、回収したペットボトルや古布の水平リサイクルを行う。
　・排出された使用済みペットボトルの一部を用いた再生ペットボトル
　（ボトルｔｏボトル）のＰＲ
　・イベント回収した古布のリサイクル（繊維ｔｏ繊維）【資源循環課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

資源ごみ処理事業 〇最終処分場の延命化と資源の有効活用を図るため、分別収集した資源ごみや
プラスチック製容器包装などを資源化するとともに、ごみの分別、減量化及び
リサイクル推進のための市民への意識啓発を行う。【資源循環課】

資源ごみ処理事業

〇最終処分場の延命化と資源の有効活用を図るため、分別収集した資源ごみや
プラスチック製容器包装などを資源化するとともに、ごみの分別、減量化及び
リサイクル推進のための市民への意識啓発を行う。併せて、４Ｒの推進を強化
するとともに、食品ロス削減を推進し、市民１人１日当たりのごみ排出量の削
減を図る。【資源循環課】

リサイクルコミュニティ推
進事業
＜※再掲：取組方針２＞

〇自治会におけるリサイクル推進員の設置や小中学校のリサイクル活動を支援
することで、市民と行政が一体となったごみの分別、リサイクル、ごみ排出量
の削減を推進する。
　・リサイクル推進員の委嘱及び謝礼金の交付及び研修会等の実施
　・小中学校のリサイクル活動に対する支援

取組方針 2

資源ごみ処理事業

リサイクルコミュニティ推
進事業
＜※再掲：取組方針１＞

資源ごみ処理事業
〇ものを捨てる前に人に譲るなど、もう一度使用するリユースを選択肢として
意識してもらうため、粗大ごみの中からまだ使えるものを選別、インターネッ
ト掲示板「ジモティー」に出品し、旧西工場に整備したストックヤード「リ
ユース倉庫きばち」でリユース品として希望する市民に引き渡すリユース事業
を実施する。【資源循環課】

【資源循環課】

重点プロ
ジェクト

ごみ排出量の削減

新市役所創
造

〇自治会におけるリサイクル推進員の設置や小中学校のリサイクル活動を支援
することで、市民と行政が一体となったごみの分別、リサイクル、ごみ排出量
の削減を推進する。
　・リサイクル推進員の委嘱及び謝礼金の交付及び研修会等の実施
　・小中学校のリサイクル活動に対する支援

資源循環推進事業 〇地域の特性を踏まえたゼロカーボンの実現と地域内資源循環を図るため、市
民を対象としたワークショップ等、資源循環型社会の実現に向けた新たな仕組
みづくりの調査研究を行う。【資源循環課】

資源循環推進事業

〇地域の特性を踏まえたゼロカーボンの実現と地域内資源循環を図るため、プ
ラスチック製容器包装とプラスチック製品の一括回収の準備として、市民周知
のためのチラシ等の作成及び住民説明会を実施し、市内一部地域での一括回
収・再商品化モデル事業を行う。
・令和７年度～：市民周知
・令和７年度　：一部地域でのモデル事業実施
・令和８年度　：全市域での一括回収を段階的に実施

新市役所創
造

【資源循環課】
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事業年度

7

事業年度

7
重点プロ
ジェクト

旧茂里町環境センター解体
事業

○茂里町環境センターの機能を旧茂里町環境センターから旧クリーンセンター
へ移転したことに伴い、跡地活用が可能となるように旧茂里町環境センターを
解体する。
　・令和５年度：設計
　・令和６～９年度：解体工事【環境整備課】

し尿等受入施設建設事業

○人口減少等によるし尿等の発生量の減少に伴い、処理の効率化を図るため、
現在稼働している長崎半島クリーンセンターと琴海クリーンセンターを廃止
し、令和10年度からの供用開始を目指し、西部下水処理場にし尿等受入施設を
建設する。
　・令和５～６年度：設計
　・令和７～９年度：建設工事【環境整備課】

新東工場建設事業
ごみ焼却施設建設

○現東工場の老朽化に伴い、令和８年６月の供用開始を目指し、新東工場を建
設する。ごみの適正処理を行うとともに、ごみ焼却処理の過程で発生するエネ
ルギーの有効活用を図ることで二酸化炭素（ＣＯ２）を削減し、地球温暖化防
止へ貢献できる施設として整備する。
　・令和４年度：設計、粗大ごみ処理施設解体工事、造成工事
　・令和５年度：設計、粗大ごみ処理施設解体工事、造成工事、建築工事
　・令和６年度：建築工事、プラント設備工事
　・令和７年度：建築工事、プラント設備工事、外構工事、試運転
　・令和８年度：試運転

【三京クリーンランド埋立処分場】

ポケットコイルマットレス
解体事業

○これまで容積が大きいにも係らず埋め立てていたポケットコイルマットレス
を解体し、可燃ごみと資源物（金属）に選別することにより、埋立処分場の延
命化と資源物の再資源化につなげる

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｄ２－２ 廃棄物の適正処理と処理施設の整備を進めます

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

廃棄物が 適正に処理されている。

主要事業名
【所管課】

事業概要

【環境整備課】

取組方針 2 処理施設の整備等

不法投棄対策事業

取組方針 1

【資源循環課】

【資源循環課】

○不法投棄を防止するため、監視パトロールの実施や監視カメラの設置位置を
精査するなど、生活環境保全上重要な拠点の常時監視を行う。

【資源循環課】

有害ごみ処理事業 ○家庭から排出される使用済み乾電池及び廃蛍光管等に含まれる水銀を安全に
適正処理するとともに、金属、ガラス等の構成物質を分別し、適正にリサイク
ル処理を行う。

ごみ収集現状分析・最適化
事業

【資源循環課】

特殊ごみ処理事業
○毎年行われている精霊流しやお宮日等の行事で発生するごみの処理を行う。

重点プロ
ジェクト

廃棄物の適正処理

○ごみステーションごとのごみの量や現行の収集運搬ルート等のデータを収集
し、そのデータをＡＩにより分析することで、地区割や収集曜日の見直しによ
るごみ収集量の均一化及び収集地区内での収集ルートの最適化を図り、ごみ収
集車両数及び二酸化炭素排出量の削減を行う。
　・令和４年度：システム構築、データ収集業務
　・令和５年度：現状分析・最適化業務
　・令和７年度：ルート検証作業
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対　象

だれもが

事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

森林・山村多面的機能発揮
対策事業
＜※再掲：Ｃ３-２＞

○林業の不振、山村地域の過疎化・高齢化により森林の手入れを行う森林所有
者や地域住民が減少し、適切な管理が行われていない森林が増加しており、
国・県・市が協調して、森林所有者や地域住民等が中心となった活動組織が実
施する水資源確保、環境保全、土砂災害防止等の森林の多面的機能の発揮に資
する活動の経費の一部を負担する。【農林振興課】

市有林維持管理事業
＜※再掲：Ｃ３-２＞

○長崎市が直接管理している直営林について、森林資源の有効活用と公益的機
能の充実を図るため、下刈や間伐等の保育事業や作業道等の開設等を実施す
る。【農林振興課】

基本施策 Ｄ３ 豊かな地域環境を守り活かします

2025年度にめざす姿

意　図

豊かな地域環境の保全に取り組んでいる。

取組方針 1 自然環境保全及び共生の機会創出

環境啓発推進事業
＜※再掲：Ｄ４-１＞

○豊かな自然環境の保全と共生の機会を創出するため、環境教育や環境イベン
ト等による自然環境保全意識の啓発を図るとともに、自然とふれあう場を提供
する。
　・親子環境教室等の開催
　・環境副読本の制作【環境政策課】

花のあるまちづくり事業
＜※再掲：Ａ２-３＞ ○安らぎと潤いのある生活環境の創造と魅力的な観光都市づくりを目指して、

年間を通して楽しめる四季折々の花を主要な観光ルートや道路植樹帯に植栽
し、回遊性を高める。【地域整備１・２課、各総

合事務所地域整備課】

重点プロ
ジェクト

取組方針 2 森林の整備及び利用の促進

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｄ３－１ 豊かな自然環境を保ち、自然との共生を図ります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

だれもが 豊かな自然環境の中で、自然と共生している。

主要事業名
【所管課】

事業概要
重点プロ
ジェクト

市民ふれあいの森施設整備
事業 ○安全で利用しやすい森林レクリエーション活動の場所の提供のため、ふれあいの森

の老朽化が著しい遊歩道等について修繕・改修を行う。
【農林振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

自然環境保全推進事業

○長崎市自然環境調査委員による希少動植物の調査やビオトープ（動物や植物
が安定して生活できる生活空間）の保全に努めるとともに、ホタル飛翔調査の
結果を広く市民に公表することで、豊かな生態系の保全について市民の意識高
揚を図る。
　・希少動植物保全及び外来種拡散抑制の啓発
　・相川休耕田の地元との協働による自然再生と活用
　・ホタル飛翔調査及び結果公表【環境政策課】

重点プロ
ジェクト

林業振興対策事業
（間伐材活用促進）
＜※再掲：Ｃ３-２＞

取組方針 3 豊かな生態系の保全

○地域産材の幅広い活用を図るとともに、そのＰＲ及び森林資源の有効活用を
図るため、市有林の森林施業で発生する間伐材を利用した木製品の製作及び公
共施設等への無償配布や市民等への販売を行う。

【農林振興課】
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事業年度

7

事業年度

7

主要事業名
【所管課】

事業概要

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

大気や水質など身近な環
境上の条件が

理想的な水準に保たれている。

取組方針 1 環境基準達成率の向上

重点プロ
ジェクト

主要事業名
【所管課】

事業概要

水質汚濁防止対策事業

○市民の健康を保護し水環境の保全を図るため、水質汚濁防止法に基づき、公
共用水域、地下水及び工場排水等の水質監視等を行う。また、苦情等に基づく
原因者への指導・勧告等を行う。
　・公共用水域等の常時監視
　・排出施設等に係る立入調査【環境政策課】

騒音・振動・悪臭防止対策
事業

○市民の健康を保護し生活環境の保全を図るため、騒音規制法等に基づき、年
間を通じて長崎市内の自動車交通騒音及び振動の測定、市内一円での環境騒音
の測定等を行う。また、苦情等に基づく原因者への指導・勧告等を行う。
　・自動車騒音等の常時監視
　・特定建設作業等に係る立入調査

【環境政策課】

取組方針 2 大気環境の保全

個別施策 Ｄ３－２

重点プロ
ジェクト

大気環境や公共用水域の水環境などを良好に保ちます

ゼロカーボンシティ推進事
業費補助金
＜※再掲：Ｄ１－１＞
電気自動車等購入補助金

〇「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた温室効果ガス削減の中期目標達
成のため、長崎市民及び長崎市内の中小企業者を対象に電気自動車等の購入を
支援することで、ＣＯ２排出量を削減する。【ゼロカーボンシティ推進

　室】

【ゼロカーボンシティ推進
室】

大気汚染防止対策事業

○市民の健康を保護し大気環境の保全を図るため、大気汚染防止法に基づき、
有害大気汚染物質の監視等を行う。また、苦情等に基づく原因者への指導・勧
告等を行う。
　・大気環境の常時監視
　・煙道排ガス等に係る立入調査

【環境政策課】

電気自動車等導入事業
＜※再掲：Ｄ１-１＞ ○長崎市地球温暖化対策実行計画における基本方針及び数値目標に基づき、公

用車における電気自動車等の計画的かつ積極的な導入を図る。
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対　象

だれもが

事業年度

7

事業年度

7

基本施策 Ｄ４ 環境意識・行動の定着を図ります

2025年度にめざす姿

意　図

環境に対する当事者意識を持ち、環境行動を実践している。

取組方針 1 幅広い世代への環境教育・啓発の促進

環境啓発推進事業
＜※再掲：Ｄ３-１＞

○豊かな自然環境の保全と共生の機会を創出するため、環境教育や環境イベン
ト等による自然環境保全意識の啓発を図るとともに、自然とふれあう場を提供
する。
　・親子環境教室等の開催
　・環境副読本の制作【環境政策課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｄ４－１ 環境に対する当事者意識の醸成を図ります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

だれもが
あらゆる世代で環境を学び、当事者としての環境意識を持っ
ている。

重点プロ
ジェクト

主要事業名
【所管課】

事業概要

【環境政策課】

環境啓発推進事業
（ＥＳＤ講座） ○環境活動を積極的に行う環境団体を講師として学校へ招き、座学、ミニレク

チャー、フィールドワーク等を実施することにより、環境教育の推進を図る。
【環境政策課】

環境啓発推進事業
＜※再掲：Ｄ３-１＞

○豊かな自然環境の保全と共生の機会を創出するため、環境教育や環境イベン
ト等による自然環境保全意識の啓発を図るとともに、自然とふれあう場を提供
する。
　・親子環境教室等の開催
　・環境副読本の制作

重点プロ
ジェクト

地球温暖化対策市民運動推
進事業
＜※再掲：Ｄ４-２＞ ○環境行動の推進役である「サステナプラザながさき」を運営し、市民の環境

行動を促すための各種事業を展開する。

取組方針 2 環境教育の次世代を担うリーダーの育成

【ゼロカーボンシティ推進
室】
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事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

主要事業名
【所管課】

事業概要

地球温暖化対策市民運動推
進事業 ○環境に関する様々な分野の団体との協働により、誰もが気軽に参加できるイ

ベントを開催し、無関心層を含め多くの市民が環境行動を実践するためのきっ
かけづくりを行う。【ゼロカーボンシティ推進

室】

花と緑の安らぎある
まちづくり促進事業

○花と緑によって安らぎあるまちづくりを促進することへの市民等の共感を得
ることにより、植栽等、花や緑に関する活動に関与する人を増加させ、もっ
て、緑豊かなまちづくりの推進を図るため、緑化の周知・啓発を行う。

環境行動の次世代を担うリーダーの育成

地球温暖化対策市民運動推
進事業 ○ゼロカーボンシティ長崎ポータルサイトにおいて、ＰＲ動画の掲載や市民・

事業者が実施している環境行動の紹介及び長崎市の取組みを発信し、市民・事
業者の「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた意識醸成を図る。【ゼロカーボンシティ推進

室】

重点プロ
ジェクト

地球温暖化対策市民運動推
進事業
＜※再掲：D４－１＞ ○環境行動の推進役である「サステナプラザながさき」を運営し、市民の環境

行動を促すための各種事業を展開する。

【土木総務課】

【資源循環課】

ポイ捨て等防止対策事業 ○ポイ捨て・喫煙禁止地区における指導及び周知啓発を行う。
　・市職員による巡回指導及び啓発
　・看板、路面シート等の整備

○地域清掃の支援及びアダプトプログラムの加入を促進する。
　・ボランティア清掃用ごみ袋等の清掃用具の支給
　・ボランティア活動傷害保険の加入
　・管理区域等を示した表示板の設置
○環境美化活動を活性化させるため、ボランティア清掃等の活動団体自らが活
動内容を発信することができ、地域の環境活動を見える化するＳＮＳの利用者
の拡大を図る。

取組方針 3 環境行動に向けた周知・広報の推進

主要事業名
【所管課】

事業概要

主要事業名
【所管課】

事業概要

【資源循環課】

街を美しくする運動推進協
議会負担金

○緑化花いっぱい運動・環境美化運動を推進する費用を負担する。
　・市民大清掃の実施
　・児童に対する環境美化教育の推進
　　（長崎ごみぶくろ・まちを美しくする標語の活用）
　・ながさきグリーンキャンペーンの実施
　・園芸講習会の実施
　・功労者表彰の実施【資源循環課】

重点プロ
ジェクト

取組方針 2

【ゼロカーボンシティ推進
室】

重点プロ
ジェクト

市民協働環境美化推進事業

意　図

だれもが 自発的な環境行動を実践している。

取組方針 1 自発的な環境行動の推進

対　象

個別施策 Ｄ４－２ 環境行動を促し、生活様式として定着させます

2025年度にめざす姿
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